
総 税 固 第 ４ ２ 号

平成２７年５月２６日

各道府県総務部長 殿

（市町村税担当課扱い）

東京都総務・主税局長 殿

（市町村税・固定資産税担当課扱い）

総務省自治税務局固定資産税課長

（公印省略）

「 」等地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について

の一部改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）の施行に伴い、地方税法

等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）第１条中地方税法第349条の３の２第１項の

改正規定及び附則第17条第３項の規定が、平成27年５月26日から施行されます。

これに併せ、その敷地の用に供する土地が固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例

の適用対象となる人の居住の用に供する家屋（住宅）についての取扱いの明確化を図る観点

から、「 」（平成地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について

９年４月１日自治固第13号）について別添新旧対照表のように改正いたしますので、適切に対

応いただきますようお願いいたします。

なお、「 22 についても別添新平成６年２月 日付け自治省税務局固定資産税課長内かん」

旧対照表のように改正いたします。

貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨をご連絡いただきますようお願いまた、

いたします。

なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４（技術的な助言）に基づくも

のです。
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け
る
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取
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取
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す
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又
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す
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。
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又
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又
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な
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、
こ
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に
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